
「みんなが集う学校の未来」
教育委員会指針について

令和４年（2022年）10月5日

総合教育会議
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報告趣旨

社会環境の変化に伴い、地域・学校などにおいて、子

どもたちを取り巻く環境は大きく変化しており、良好な

教育環境を維持するための場づくりが必要となっている。

併せて、放課後の子ども対策や部活動の地域移行などの

新たな取組への対応も急務となっている中、今後の教育

政策のめざす姿や、各種対応の方向性をまとめた教育委

員会指針を策定した。

本指針は、「八王子未来デザイン2040」の施策展開に

つながるものであるともに、今後、市長部局との連携を

必要とすることから、内容を報告するもの。
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指針の位置付け
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学校施設に関する本指針は、市の基本構想・基本計画及

び教育振興基本計画の計画時期が異なるため、次期計画

「八王子未来デザイン2040」につなぐ位置付けとする。
2023 2031

八王子未来デザイン2040（2023～2030）

2020 2025

八王子ビジョン2022（～2022）

第３次八王子市教育振興基本計画
（2020～2024）

第4次八王子市教育振興基本計画
（2025～）

指針の内容は、次期教育振興基本計画に反映させる

教育振興基本計画策定後の課題や取組等を、「八王子
未来デザイン2040」に確実につなぐもの

指針



指針策定の背景
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１. 児童・生徒数の減少
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■児童・生徒数の推移

小学校 中学校

ピーク時 R4
ピーク時から

の減少率(%)
R10(住基)

ピーク時から

の減少率(%)

43,914人

（S57）

22,663人

（S61）

20,641人

12,778人

△ 53.0

△ 43.6

小学校

中学校 13,005人

25,819人 △ 41.2

△ 42.6



指針策定の背景
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２. 子どもたちを取り巻く変化

社会 SDGs 共生社会 多様性
LGBT グローバル化 人工知能

Society

5.0

感染症

差別

紛争

地域 少子高齢化 生き方の多様化

地域のつながり

自然災害

格差

外国にﾙｰﾂ

学校

学力向上

GIGAスクール

特別支援教育

不登校

家庭の格差

いじめ

子ども
たち

社会の変化に伴い、学校の課題も複雑化・多様化



指針策定の背景
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３. 学校施設で行われている多様な取組

学校施設管理は学校長の職務

「八王子市立学校の管理運営に関する規則」

学校教育の場 〇習熟度別指導 〇少人数指導
〇不登校対策（別室登校など）
〇学校運営協議会支援事業（補習支援等）

放課後の場 〇学童保育事業 〇放課後子ども教室事業
〇部活動

地域交流の場 〇学校施設開放（スポーツ・防災・青少対活動など）

令和4年（2022年）規則改正

学校施設を社会教育その他公共のために利用させる場合は、

その学校施設の利用部分について、教育委員会が管理する。



指針の骨子

2040年に向けた【めざす姿】

地域の拠点となる学校施設の共創
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【めざす姿】の実現に向けた二つの取組

1. 小中一貫教育を基本とした学校教育の場づくり

2. 学校施設を活用した協働活動の場づくり

それぞれの場づくりに必要な施策の方向性



指針の内容（別紙【資料2-2】のとおり）
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○ 小中一貫教育の場づくり

小中一貫教育の実施形態

・ 八王子市の全市立学校は、いずれかの類型で小中一貫教育を実施しています。
・ しかし、学校によっては１つの小学校から複数の中学校への進学実態が存在しています。

みんなが集う学校の未来 ＜八王子市教育委員会指針＞

学校施設を活用した協働活動の場づくり小中一貫教育を基本とした学校教育の場づくり

地域の拠点となる学校施設の共創

実現に向けた
二つの取組

これまで、学校教育の目的による使用が中心であった学校施設に
おいて、授業が行われていない時間などを活用し、子どもがきっ
かけとなった地域活動を推進するための場づくりに取り組みます。

子どもを通じて地域がつながる協働活動

義務教育9年間を切れ目なくつなげる小中一貫教育により、学校
と地域が「このように育ってほしい」という児童・生徒像を共有し、
子どもたちを育て見守るために必要な場づくりに取り組みます。

地域の子どもを地域で育てる学校教育

2040年に向けた
【めざす姿】

○ 複雑化する学校課題に対応する場づくり

・ 市内全体で約1,500名の不登校児童・生徒が存在しています（令和3年度（2021年度）末現在）。

・ 給食室・給食センター 拠点校方式（自校+親子）や給食ｾﾝﾀｰ方式の最適な組み合わせでの給食提供

学校給食（子どもたちの学びや健康を維持） 地域の食の拠点（食育・地域食堂・災害支援）

・ プール施設 天候等に左右されない室内プールの活用を進めます。

子どもたちの着実な水泳指導 地域の一般利用で健康づくり

○ 学校施設の管理主体の明確化

学校施設の活用にあたり、学校教育の場、協働活動の場それぞれにおける管理主体を明確化
するための検討を進めます。

○ 中学校部活動の地域移行による地域活動の推進

部活動の地域移行について、「地域クラブ（仮称）」のコーディネートにより、休日の運動部活動の移行から順次
移行していくための仕組みづくりについて試行を開始し、検討を進めます。

○ 児童の放課後活動の充実

学校施設を活用し、地域の中で地域の子どもを育む環境を整え、子どもたちの安全安心な放課後環境を確保
するとともに、体験活動の充実を図ります。

○ 地域交流のための施設開放の推進

生涯学習、スポーツなど、地域交流や学びの場として、地域活動の拠点となるような活用の試行実施を開始し、
施設の維持等に必要な受益者負担等の検討を進めます。

小中一貫教育グループの再編成
義務教育9年間を地域で学ぶことができるよう、学区や学校選択制度の変更をはじめ、複数の
中学校区での再編検討（エリアマネジメント）などの手法により、グループの再編成を進めます。

不登校総合対策
不登校児童・生徒の社会的自立や教育機会確保のため、学校内の別室や、学校外の地域・民間
施設等との連携など、一人ひとりの支援ニーズに応じた居場所づくりについて検討を進めます。

学校教育と地域活動が融合した施設活用の方向性

小中一貫教育グループ校（校舎分離型）

中学校1校とその周辺に位置する小学校1～4
校が１つのグループとなって「9年間で育てたい
児童・生徒像」などを設定し、教育課程を編成

義務教育学校（校舎一体型）

一人の校長のもと、一つの教職員組織が置か
れ、義務教育9年間の学校教育目標を設定し、
9年間の系統性を確保した教育課程を編成



指針の内容（別紙【資料2-2】のとおり）
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